
保発第１２１７００３号

平成２０年１２月１７日

健康保険組合理事長 殿

厚 生 労 働 省 保 険 局 長

健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき

厚生労働大臣が定めるものを定める件の適用について

健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを

定める件（平成２０年厚生労働省告示第５４１号。以下「告示」という ）が本日公布さ。

れ、平成２１年１月１日から適用されることとされたところである。

制定の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意

の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

なお、この通知においては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２０年政

令第３７１号。以下「改正令」という ）による改正後の健康保険法施行令（大正１５年。

勅令第２４３号）を「政令 、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正」

する省令（平成２０年厚生労働省令第１６９号）による改正後の健康保険法施行規則（大

正１５年内務省令第３６号）を「規則」と略称する。

記

第１ 制定の趣旨及び主な内容

平成２１年１月１日より一定の出産に係る事故について補償金の支払に備えるための

仕組み（産科医療補償制度）が開始されることに伴い出産費用の増加が見込まれること

を踏まえ、改正令が１２月５日に公布され、改正令の施行に必要な事項を定める等のた

め改正省令が１２月１２日に公布され、それぞれ平成２１年１月１日に施行されること

とされたところであるが、規則第８６条の２第２号に該当するものとして厚生労働大臣

が定めるとされたものについて定めるもの。

第２ 制定の具体的内容

政令第３６条第１号において出産育児一時金及び家族出産育児一時金の加算の対象と

なる出産は特定出産事故が発生した出産であると規定されており、当該出産は規則第８

６条の２に定める基準に該当するものに限るとされているところ、当該基準は、出生し



た者が、出生した時点において、

一 体重が２０００ｇ以上であり、かつ、在胎週数が３３週以上であること

二 一のほか、在胎週数が２８週以上であり、かつ、厚生労働大臣が定めるものに該

当すること

のいずれかに該当することとされているが、告示において、二の「厚生労働大臣が定め

るもの」を次のいずれかに該当するものとしたこと。

一 低酸素状態が継続して、臍帯動脈血中の水素イオン指数（ｐＨ）が７．１未満

である代謝性アシドーシス（酸性血症）の所見があると認められるもの

二 分娩監視装置（胎児心拍数モニター）が示す情報に当初異常が認められなかっ

たが、その後胎児に低酸素状態が生じ、当該情報に異常が認められたもの

なお、二の「低酸素状態」とは、前置胎盤、常位胎盤早期剥離、子宮破裂、子癇、臍

帯脱出等によって起こったものを 「異常」とは、次のイ～ハまでのいずれかの胎児心、

拍数パターンが認められ、かつ、心拍数基線細変動の消失が認められるものをいう。

イ 突発性で持続する所脈

ロ 子宮収縮の５０％以上に出現する遅発一過性徐脈

ハ 子宮収縮の５０％以上に出現する変動一過性徐脈
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